
久喜市立幼稚園預かり保育に関する規則の一部を改正する規則 

 久喜市立幼稚園預かり保育に関する規則（平成２２年久喜市教育委員会規則第

２６号）の一部を次のように改正する。 

 第６条第１項中「１０日」を「２５日」に、「希望する日」を「希望する前

日」に改める。 

 様式第１号中 

「 

生 年 月 日  年  月  日生（年少児・年長児） 

」 

を 

「 

生 年 月 日 年  月  日生 

」 

に改める。 

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 

 


